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※2017年新春公演会※  

平成29年2月2日(木) 15時開演  会場：ホテルニューオータニ長岡 

第一部「地域で生きる」  講師：中小企業診断士・税理士 髙野裕 

第二部「米百俵プログラム」進行・解説：弁護士、税理士、社会保険労務士などの専門家 

※内容のご質問等については、TEL 0258-36-2685  担当 大谷・小西 まで 

※配信中止等のお問い合わせは、ホームページ http://www.3d-m.jp/n_contents/stopform.html からお願いします。 
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E-mail pro@3d-m.jp  Web http://www.3d-m.jp/ 
TEL 0258-36-2685    FAX 0258-35-2820  

http://www.3d-m.jp/n_contents/stopform.html
mailto:pro@3d-m.jp
http://www.3d-m.jp/
●2017年1月1日以降、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となります。（2016年12月末までは、「※高年齢継続被保険者」となっている場合を除き適用除外でした。）※高年齢被保険者とは、65歳に達した日の前日から65歳に達した日以後の日において雇用されている被保険者のこと。

●65歳以上の方の雇用保険料の徴収は2020年3月31年までは免除となります。

●2017年1月1日以降に65歳以上の労働者について新たに雇用した場合だけでなく、2016年12月末までに雇用した65歳以上の労働者についても、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあれば、原則として雇用保険の適用の対象となりますので加入手続きを行う必要があります。
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